
アウトドア体験コンテンツ魅力向上事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一般社団法人山口県観光連盟（以下「観光連盟」という。）が実施

する、アウトドア体験コンテンツ魅力向上事業補助金（以下「補助金」という。）の交

付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、山口県内においてアウトドア体験コンテンツを提供、又

は提供を予定している観光関係団体や民間事業者（以下「補助対象者」という。）であ

ること。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する者であると

きは、補助の対象とならない。 

(1) 役員等（補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは交付決定する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

  (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

 

（補助対象事業等）  

第３条 補助対象事業は、山口県のアウトドア体験コンテンツの開発や魅力向上、受入環

境整備に取り組む事業（以下「事業」という。）とし、補助対象経費、補助率、補助上

限額及び補助下限額は、別表のとおりとする。 

 

 (交付申請等) 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び添付

書類を、観光連盟が定める期日までに提出しなければならない。 

 

(交付決定等) 

第５条 観光連盟は、前条に規定する交付申請書等を受理したときは、内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、交付申請者に通知するものとする。 

 



（変更承認申請） 

第６条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あら

かじめ補助金に係る補助事業の内容（経費の配分）の変更承認申請書（様式第２号）を

観光連盟に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、各経費区分の２０％以

内の増減等の軽微な変更については、この限りでない。 

２ 観光連盟は、前項の変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた

ときは、変更の承認を行い、当該補助対象者に通知するものとする。この場合におい

て、観光連盟は、必要に応じ条件を付すことができる。 

 

（中止（廃止）承認申請） 

第７条 補助対象者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに補助金

に係る補助事業の中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を観光連盟に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 観光連盟は、前項の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたとき

は、中止又は廃止の承認を行い、当該補助対象者に通知するものとする。この場合にお

いて、観光連盟は、必要に応じ条件を付すことができる。 

 

（状況報告）  

第８条 補助対象者は、観光連盟からの指示があった場合、補助事業の遂行状況につい

て、観光連盟に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を受け

たときを含む。）は、その日から２０日以内又は交付決定を受けた日の属する年度で観

光連盟が指定する日のいずれか早い日までに、補助金に係る補助事業実績報告書（様式

第４号）に関係書類を添えて、観光連盟に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第10条 観光連盟は、前条に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要

に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助対象者に通

知するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第11条 観光連盟は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定を取り消し、又は既に交付している補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること

ができる。 

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく観光連盟の指示に違反したとき 

(2) 補助金を交付等以外の用途に使用した場合 

(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合 

(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業等の全部又は一部を継続

する必要がなくなった場合 



２ 観光連盟は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ず

る。 

３ 観光連盟は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、その

命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセント

の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。 

４ 前２項の規定による返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、観光連

盟は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る10.95パ

ーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第12条 観光連盟は、第10条の規定により補助すべき補助金の額が確定した後に、補助対

象者に対して補助金を支払うものとする。 

２ 補助対象者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに精算払請求書（様式第

５号）を観光連盟に提出しなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第13条 補助対象者は、補助対象経費により取得し、又は効用を増加させた財産（以下

「取得財産等」という。）については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意

をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助対象者は、財産取得等について取得財産等管理台帳（様式第６号）を備え、管理

しなければならない。 

３ 観光連盟は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると

見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を観光連盟に納付させることができ

る。 

 

（財産の処分） 

第14条 補助対象者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の

ものについて、補助事業の完了後においても観光連盟の承認を受けないで補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはなら

ない。 

２ 補助対象者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第７

号）を観光連盟に提出しなければならない。 

 

（補助金の経理） 

第15条 補助対象者は、補助事業に要する経費について、他の経理と区分して、その収入

及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補

助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかなけ

ればならない。 

 

（事業成果の報告） 



第16条 補助対象者は、観光連盟からの指示があった場合、補助事業を完了した日の属す

る年度から３年間、補助事業の実施による成果等について、観光連盟に報告しなければ

ならない。 

 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は観光連盟が別

に定める。 

 

 

（附則） 

 この要綱は、令和７年５月３０日から施行する。 

 

  



別表（第３条関係） 
補助対象経費 事業の遂行に必要な経費であり、以下の条件を満たすこと 

・本事業の対象として明確に区分できること 

・証拠書類等によって金額等が確認できること 

(経費区分) 【消耗品費】 

事務用品や原材料費の購入費 

※単価10万円未満（消費税込み） 

【委託・外注費】 

 事業の実施に必要な委託・外注に要する経費 

【使用料】 

機材等のリース料・レンタル料 

【工事請負費】 

工事に要する経費（例：既存設備の改修工事など） 

【備品購入費】 

事業の実施に直接必要な新たなアクティビティ機材や機具等の購入費 

※単価10万円以上（消費税込み） 

【その他】 

事業を実施する上で観光連盟が特に必要と認める経費 

補助率 補助対象経費の２分の１以内 

補助上限額 交付申請１件あたり１５０万円 

補助下限額 交付申請１件あたり２０万円 

 

 

※原則として補助対象外となる経費 

・本事業の実施に直接関係のない経費 

・消費税および地方消費税 

・補助金交付決定日前に着手・着工された経費 

・実績報告書提出期限後に発生する経費 

・別途、国、県、市町等の他の補助金と重複して受給することが禁じられている補助

金、助成金、委託費等を受給する場合に、それを含む経費 

・申請者若しくは申請者が経営する法人、又は同一生計者若しくは同一生計者が経営す

る法人等との契約により相手方に支払う経費 

・補助対象者の経常的な経費（人件費、通信料等） 

・事業のランニングコストとして整理すべき経費 

・プロモーションに係る経費（案内看板等の設置等は可） 

・特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの（クーポン発行など） 

・本事業における資金調達に必要となった利子  

・その他、対象経費と認めがたい経費（活動に直接活用しない消耗品等の購入、市場価

格と比して高額であると判断できる経費 等） 等 

 


